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〒078-8510　北海道旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号
TEL：0166-68-2118　FAX：0166-66-0025
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旭川医科大学総務課広報基金係
■お問合わせ先

払 込 取 扱 票 振替払込請求書兼受領証

口座記号 口座番号（右詰めで記入）
※

※

※

※

千 百 千 百十 万 十 円

千 百 千 百十 万 十 円

02

（ご連絡先電話番号　　　 　　－　　　　 　－　　　　　）

日　附　印
様

様

裏面の注意事項をお読みください。(ゆうちょ銀行)
これより下部には何も記入しないでください。

おところ（郵便番号）
※
フリガナ
おなまえ

通常払込料金
加入者負担

通常払込
料金加入
者 負 担

この受領証は、大切に保管してください。

※

※

※

0 2 7 0 0 3 0 1 7 56 2 7 0 00 6

旭川医科大学基金
旭川医科大学基金

①ご寄附の内容

□旭川医科大学基金全般へのご寄附
□修学支援事業へのご寄附
□研究等支援事業へのご寄附
□その他（事業名又は事業内容を記載してください）
（　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　）
②旭川医科大学との関係等

に□（ 印をご記入ください。）
□卒業生  　□在学生　　□保護者
□教職員  　□一般個人　□法人等

③

□ 希望しない

④

□ 希望しない

3 0 1 7 5

（□のいずれかに印をご記入ください）
個人10万円以上、法人等50万円以上の
ご寄附の場合は、会員の称号をお贈り
し、大学内の銘板にご芳名を掲示いたし
ます。このことを希望されない場合は、
□に印をご記入ください。

芳名録にご芳名を掲載いたします。この
ことを希望されない場合は、□に印を
ご記入ください。
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旭川医科大学基金全般

修学支援事業
※税額控除対象

看護学科開設30周年
記念事業

研究等支援事業
※税額控除対象

本学は1973年に国立新設医科大学として誕生し、
おかげさまで2023年11月5日に開学50周年を迎
えることができました。本学を卒業した医師と看護職

者は6300名を超え、北海道、特に道北・道東地区の
医療に貢献するとともに、全国各地で、また国際的

にも活躍し、医学・医療の発展に寄与してまいりま

した。これまで本学を温かく見守っていただくとともに、

さまざまな形で支援していただいたことに心から感謝

申し上げます。

2022年4月から新体制の下で進めてまいりました大
学改革もようやく一段落し、次の50年を意識した前
向きの積極的な大学運営を実行する段階に入ってお

ります。本学の理念は、「恵まれた自然環境の中で、

真摯な教育および研究活動を行い、医学・看護学の

発展に尽くすとともに、地域及び国際社会における

医療を担い、医療・福祉の向上に貢献すること」で

あり、これまでとまったく変わることはありません。し

かし、人口減少、少子高齢化が急激に進み、社会情勢、

国際情勢が変化しつつある中で、本学の理念を実現

するためには大胆な発想の転換が必要であると思わ

教育研究、学生活動、病院支援など大学や病院で行われる様々な活動をご支援いただ
くための基金です。年度毎に諸状況を勘案しながら事業を計画し、有効に活用させてい
ただいております。

令和8年に迎える旭川医科大学医学部看護学科30周年に向けて記念事業を展開します。
開設30周年記念行事実施や本学学生への活動支援、大学における教育、研究及び診
療を支援してまいります。

経済的な理由で修学が困難な学生を支援するための基金です。学資の貸与又は給付、
教育研究上の必要があると認めた学生による海外への留学に係る費用などを支援してま
いります。

学生及び研究者に対する研究支援や研究者としての能力向上を目的とした支援のための
基金です。自立した研究者として行う研究活動や成果発表、異なる分野やその他の研究
者との交流の促進などを支援してまいります。

ごあいさつ

旭川医科大学基金について

基金の目的

基金の使途

旭川医科大学における教育及び研究活動の
充実を図るとともに、地域医療に根ざした
医療・福祉のさらなる向上を目指すことを目的とします。

学長Message

国立大学法人 旭川医科大学
学長

西川　祐司

れます。現在、私たちは、「マルチタスク型地域医療

医育成」という新しい考え方を提案し、教職員一同

協力して、そのための体制作りに取り組んでおります。

日本各地で深刻になりつつある地域医療問題を解決

する先駆けになるとともに、日本有数のレベルの高い

医科大学になるため、教育と研究を重視し、我が国の

今後を担う学生たちに最高の「生きた教育」を行える

よう精進いたします。

今後も皆様の温かいご援助で成り立っております旭川

医科大学基金を有効に活用させていただき、学生の

修学支援、学修環境の改善、海外留学支援、研究環

境整備、若手研究者の研究活動支援、留学生支援、

地域医療支援、本学病院の環境改善など、さまざまな

面において積極的に取り組んでいきたいと思ってお

ります。

私たちは地域の皆様に愛され、誇りに思っていただ

ける旭川医科大学を目指して努力してまいります。皆

様方におかれましては、本学のこれからの新しい歩

みに期待していただき、本学基金へのご協力をどう

ぞよろしくお願いいたします。
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クレジットカード・コンビニ
エンスストアでの払込

遺贈による
ご寄附

※コンビニエンスストア決済では5万円以
上の払込はできません。

※領収書発行の日付は、カード会社等からの
寄附金が本学に入金された日となります
（おおむねクレジットカード決済で2～
3ヶ月程度、コンビニエンスストア決済で
1～ 2ヶ月程度）。

インターネットからお
手続きができます。
右記QRコードより
アクセス可能です。

所有しておられる資産の一部を、将来、本学に遺贈（遺言による寄附）したいとお考えの方に対して、手続きを
サポートする金融機関をご紹介しています。遺贈に関するご相談につきましては、次ページのお問い合わせ先まで
ご連絡いただくか、直接、提携銀行（三井住友銀行：フリーダイヤル0120-338-518）までご相談ください。

郵便振替払込

同封の振込用紙のご使用をお願いい

たします。（手数料は本学が負担いた

します。）

銀行振込・
大学窓口への直接払込

※郵便振替払込用紙のご希望も上記
フォームからお申込みいただけます。

銀行振込・大学窓口への直接払込を
ご希望される方は、本学基金お申込み
フォームから必要事項をご入力ください。
折り返し、メールにてご連絡いたします。
（銀行振込に係る手数
料はご本人負担とな
りますことをご了承く
ださい。）

特 別 栄 誉 会 員

栄 誉 会 員

特 別 貢 献 会 員

貢 献 会 員

賛 助 会 員

会 員 の 称 号 区 分

基金へのお申し込み方法 税法上の優遇措置

個人からのご寄附

寄付者様への謝意

1.

平成28年の税制改革により、国立大学法人等が実施する修学支援事業に対する個人の方々からのご寄附については、これまでの「所得
控除」に加え「税額控除」の適用対象となりました。また、令和2年度より、「研究等支援事業」へのご寄付についても、「税額控除」の適用
対象となりました。 
個人からのご寄附は「所得控除」の適用対象でありますが、特に“修学支援事業”又は”研究者等支援事業”へのご寄附は、「税額控除」
又は「所得控除」のいずれか一方の制度を選択いただくことができます。

都道府県・市区町村の条例で本学が「寄附金税額控除対象法人等」として指定された場合、所得税の寄附金控除に加えて、下記のとおり個人住
民税が軽減されます。寄附金額から2千円を控除した額に、次の率を乗じた税額が、寄附した年の翌年度の個人住民税から軽減されます。控除
対象限度額は、総所得金額等の30％です。

■ 住所地の都道府県が指定した寄附金（政令指定都市以外）は4％
■住所地の市区町村が指定した寄附金は6％
（政令指定都市は、都道府県指定が2％、市指定が8％）
（住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10％）

個人10万円以上、法人等50万円以上のご寄附の場合は、会員の称号をお贈りし、大学内の銘板
にご芳名を掲示します。

2. 芳名録にご芳名を掲載します。

10万円 ～ 50万円未満

50万円 ～ 100万円未満

100万円 ～ 500万円未満

500万円 ～ 1,000万円未満

1,000万円以上

50万円 ～ 300万円未満

個 人 法 人 等

300万円～ 500万円未満

500万円 ～ 1,000万円未満

1,000万円～ 1億円未満

1億円以上

寄 附 金 額

（1）所得税について

お問合わせ先

旭川医科大学総務課広報基金係

法人からのご寄附
全額損金算入可能です。
当該法人の各事業年度の所得に計上しますとその全額が損金に算入されます。

（2）個人住民税について

税額控除

修学支援事業又は研究等支援事業への
ご寄附が適用対象

※寄附金の累計が上記基準に達した場合には、その都度、当該会員の称号をお贈りします。

※上記「1．」及び「2．」については、寄附者様へのご意思を確認します。

個人が寄附した金額の一定割合を、所得税額から直接
控除することができる制度です。個人からの寄附額が適用
下限額の2千円を超える場合には、その下限額を超え
る額の40％に相当する額を所得税から控除することが
できます。
なお、所得控除額は、当該年の所得税額の25％が限
度です。

所得控除

旭川医科大学基金への全ての
ご寄附が適用対象

2千円を超える部分については、当該年度の所
得の 40％を限度に当該年度所得から控除するこ
とができます。

※修学支援事業及び研究者等支援事業を含みます。

※寄附金税額控除対象と指定されているかは、お住まいの自治体のホームページをご確認いただくか、お近くの税務署にご確認ください。

〒078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号　TEL：0166-68-2118　FAX：0166-66-0025
MAIL：kikin@asahikawa-med.ac.jp　HP：https://www.asahikawa-med.ac.jp/guide/fund/



基金活用のご報告Fu n d
Re p o rt
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皆様からの温かいご支援は、研究や学生支援など様々な活動に
活用させていただいております。

これまでの基金活動報告書をホームページに掲載しております。
https://www.asahikawa-med.ac.jp/guide/fund/report/

海外留学助成

ドイツ・アーヘン工科大学病院
留学

伊藤　貴理さん 医学部医学科第6学年（留学時）

今回の経験が自分の新しい価値観となり、将来医師になった
際にも患者さんの背景理解などで役に立つ時が来ると思って
います。
ご寄附により学部学生海外留学助成制度をご支援くださった
皆様や、このような貴重な留学の機会を与えてくださった先生
方に心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

04 留学生支援

Mohammad Sayful Islamさん

大学院医学研究科博士課程医学専攻

（バングラデシュ人民共和国）

私は、生化学講座でステロイドホルモン産生酵素の遺伝子変異が、
その活性に及ぼす影響と性分化疾患発症との関わりに興味を持ち
研究を行っています。これは、母国のバングラデシュでは、遺伝性の
性分化疾患の症例が他国に比べて多く報告されているからです。令
和3年に、国際誌に筆頭著者として論文を発表いたしました。
この成果は基金より御支援いただいたことにより、普段の生活に不
安なく研究に集中できたからであり、感謝の気持ちでいっぱいです。
今後も、研究活動に邁進し、遺伝性の性分化疾患の原因究明を進
められればと考えております。

05 病院支援

病院設備の充実を図るため、新しく記載台と待合イスを設置し、
歩行器も新規で追加しました。記載台は受付カウンター 1番窓口
前、待合イスは料金計算窓口前と各科外来に設置しています。また、
歩行器はご来院いただいた皆様にお使い頂けるよう正面玄関に置
いてあります。今後も皆様からお寄せいただいたご寄附を病院設
備の充実に活用させていただきます。02 海外留学助成

スタンフォード大学・
カリフォルニア大学 サンフランシスコ校 留学

飯田　葵さん 医学部医学科第５学年（留学時）

今回の留学では、数多くの貴重な経験をすることができました。
また、世界ではどのようなことが注目され、どのような分野で何が
最先端として研究されているのかを知ることができました。自分の
視野を大きく広げることができ、この先どのような医師人生を歩
んでいくかについての指標を立てることもできました。この経験を
活かし、将来は国際的に活躍する人材となり、日本、そして世界の
医療に貢献できる人材となれるよう努力していこうと思います。

03 研究活動助成

研究
テーマ

オンラインを活用した
アクションリサーチによる
看看連携プログラムの開発

助教　牧野　志津さん 看護学講座　高齢者看護学領域

本研究助成事業により、研究へのモチベーションはもちろんのこと、研究に必要な
物品等の購入が可能となりました。心より感謝申し上げます。地域包括ケアシス
テムの構築はさらに深化・推進が必要になります。急性期病院から在宅療養へ
のスムーズな道筋が描けるように連携の強化に努めてまいりたいと存じます。

5 この場所には、何も記載しないでください。

収入印紙

課税相当額以上
貼　　　  付

印

　（ご注意）
・この用紙は、機械で処理しますので、
口座記号番号及び金額を記入する
際は、枠内にはっきりとご記入くだ
さい。また、本票を汚したり、折り曲
げたりしないでください。

・この用紙は、ゆうちょ銀行または郵
便局の払込機能付ＡＴＭでもご利
用いただけます。

・この払込書をゆうちょ銀行または郵
便局の渉外員にお預けになるとき
は、引換えに預り証等を必ずお受け
取りください。

・ご依頼人様からご提出いただきまし
た払込書に記載されたおところ、おな
まえ等は、加入者様に通知されます。

・この受領証は、払込みの証拠となるも
のですから大切に保管してください。
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①ご寄附の内容

□旭川医科大学基金全般へのご寄附
□修学支援事業へのご寄附
□研究等支援事業へのご寄附
□その他（事業名又は事業内容を記載してください）
（　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　）
②旭川医科大学との関係等

に□（ 印をご記入ください。）
□卒業生  　□在学生　　□保護者
□教職員  　□一般個人　□法人等

③

□ 希望しない

④

□ 希望しない

3 0 1 7 5

（□のいずれかに印をご記入ください）
個人10万円以上、法人等50万円以上の
ご寄附の場合は、会員の称号をお贈り
し、大学内の銘板にご芳名を掲示いたし
ます。このことを希望されない場合は、
□に印をご記入ください。

芳名録にご芳名を掲載いたします。この
ことを希望されない場合は、□に印を
ご記入ください。


